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関  係  団  体   御 中  

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

看護の処遇改善並びに医療 DX の基盤となるオンライン資格確認の導入の

原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて  

 

平素より、厚生労働行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

さて、標記について、本年８月 10 日の中央社会保険医療協議会答申を踏まえ、

本日、関係省令の公布等が行われたところです。 

本改正の経緯及び概要については、下記のとおりですので、別添団体各位に

おかれましても、関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 

記 

 

１ 看護の処遇改善について  

別紙１のとおり  

 

２  医療 DX の基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及び

これに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて  

別紙２のとおり  

 

＜厚生労働省ホームページ（令和４年度診療報酬改定について（ 10 月改定分）＞  

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html  

＜関係省令・告示・通知＞  

・保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正す

る省令 （ 令 和 ４ 年 厚 生 労 働 省 令 第 124 号 ）  

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正す

る告示 （ 令 和 ４ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 268 号 ）  

・診療報酬の算定方法の一部を改正する件 （ 令 和 ４ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 269 号 ）  

・基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 （ 令 和 ４ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 270 号 ）  

・特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 （ 令 和 ４ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 271 号 ）  

・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び 基本診療料の施設基準等及びその届

出に関する手続きの取扱いについて（看護の処遇改善） （ 令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日 付 け 保 医 発 0905 第 2 号 ）  

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて （ 令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日 付 け 保 医 発 0 905 第

1 号 ）  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html


（別添）  

公益社団法人  日本医師会  御中  

公益社団法人  日本歯科医師会  御中  

公益社団法人  日本薬剤師会  御中  

一般社団法人  日本病院会  御中  

公益社団法人  全日本病院協会  御中  

公益社団法人  日本精神科病院協会  御中  

一般社団法人  日本医療法人協会  御中  

一般社団法人  日本社会医療法人協議会  御中  

公益社団法人  全国自治体病院協議会  御中  

一般社団法人  日本慢性期医療協会  御中  

一般社団法人  日本私立医科大学協会  御中  

一般社団法人  日本私立歯科大学協会  御中  

一般社団法人  日本病院薬剤師会  御中  

公益社団法人  日本看護協会  御中  

一般社団法人  全国訪問看護事業協会  御中  

公益財団法人  日本訪問看護財団  御中  

独立行政法人  国立病院機構本部  御中  

国立研究開発法人  国立がん研究センター  御中  

国立研究開発法人  国立循環器病研究センター  御中  

国立研究開発法人  国立精神・神経医療研究センター  御中  

国立研究開発法人  国立国際医療研究センター  御中  

国立研究開発法人  国立成育医療研究センター  御中  

国立研究開発法人  国立長寿医療研究センター  御中  

独立行政法人  地域医療機能推進機構本部  御中  

独立行政法人  労働者健康安全機構本部  御中  

健康保険組合連合会  御中  

全国健康保険協会  御中  

健康保険組合  御中  

公益社団法人  国民健康保険中央会  御中  

社会保険診療報酬支払基金  御中  

財務省主計局給与共済課  御中  

文部科学省高等教育局医学教育課  御中  

文部科学省高等教育局私学行政課  御中  

総務省自治行政局公務員部福利課  御中  

総務省自治財政局地域企業経営企画室  御中  

警察庁長官官房教養厚生課  御中  

防衛省人事教育局  御中  

労働基準局労災管理課  御中  

労働基準局補償課  御中  

各都道府県後期高齢者医療広域連合  御中  

 



（別紙１）   

看護の処遇改善について  

 

１  経緯  

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決

定）等を踏まえた、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務す

る看護職員を対象とする、収入を１％程度（月額平均 4,000 円相当）引き上げ

るための措置として、令和４年２月から９月までの間、「看護職員等処遇改善

事業補助金」事業が実施されているところ。  

令和４年 10 月からは、同閣議決定等に基づき、収入を３％程度（月額平均

12,000 円相当）引き上げるための措置として、診療報酬において「看護職員

処遇改善評価料」を新設するもの（令和４年８月 10 日  中医協答申）。  

 

２  概要  

(１ ) 対象となる医療機関 

次のいずれかに該当する医療機関 

ア 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬

送件数が年間で２００件以上であること。 

イ 救命救急センター等を設置している保険医療機関であること。 

(２ ) 対象となる職種 

ア 看護職員（看護師、准看護師、保健師、助産師） 

イ 医療機関の判断により、看護補助者・理学療法士・作業療法士等のコメデ

ィカルの賃金改善に充てることが可能 

(３ ) 看護職員処遇改善評価料の要件等  

入院日数に応じて支払われる入院基本料等に、それぞれの医療機関の看護職員

数と延べ入院患者数に応じて、点数を上乗せする。 

 

本評価料による収入の全額については、看護職員等の賃上げに充当することを

求めるとともに、本評価料による収入の３分の２以上について、看護職員等の賃

金のベースアップに使用することを求める。 

また、本評価料を算定する医療機関に対し、看護職員等の賃金改善額と本評価

料による収入額を記載した計画書及び実績報告書の提出を求める。 

 

３  対象医療機関におけるスケジュール 

９月 対象医療機関において届出・算定に向けた準備 

10 月１日～ 看護職員処遇改善評価料の算定開始 

10 月１日～10 月 20 日 地方厚生（支）局へ施設基準に係る届出書を提出 

 

 

 

 



（別紙２）  

医療 DX の基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け  

及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて  
 

１  経緯  

医療 DX の基盤となるオンライン資格確認については「経済財政運営と改革

の基本方針 2022」（令和４年６月７日閣議決定）において、保険医療機関・

薬局に令和５年４月から導入を原則として義務付けるとともに、導入が進み、

患者によるマイナンバーカードの保険証利用が進むよう、関連する支援等の

措置を見直すこととされた。  

これを踏まえ、オンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う

診療報酬上の加算の見直しを行うもの（令和４年８月 10 日  中医協答申）。  

 

２  概要  

(１ ) オンライン資格確認の導入の原則義務付け（令和５年４月１日施行）  

①  保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患者が

マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認に

よる確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格の確認

を行わなければならないこととする。（保険医療機関及び保険医療養担

当規則第３条第１項及び第２項関係等）  

②  現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局に

ついては、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とする。（同

令第３条第３項関係等）  

③  保険医療機関及び保険薬局（②の保険医療機関・保険薬局を除く。）

は、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン

資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必要な

体制を整備しなければならないこととする。（同令第３条第４項関係

等）  

④  このほか、保険医療機関及び保険薬局はオンライン資格確認に係る体

制に関する事項を院内に掲示しなければならないこととする。（療担規

則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等）  

 

(２ ) オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の

見直し（令和４年 10 月１日適用）  

 保険医療機関・保険薬局のオンライン資格確認の導入の原則義務化等を踏

まえ、オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る現行

の評価を廃止し、初診時等に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を

活用して診療等を実施し質の高い医療を提供する体制及びオンライン資格確

認等システムによる患者情報の取得の効率化を考慮した評価体系とする。  

 具体的には「電子的保健医療情報活用加算」を廃止し、「医療情報・シス

テム基盤整備体制充実加算」を新設する（令和４年 10 月１日適用）。  
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令和４年度診療報酬改定の概要
看護における処遇改善

厚生労働省保険局医療課

※ 本資料は現時点での改定の概要をご紹介するためのものであり、必ずしも最終的な施行内容が反映されていな
い場合等があります。算定要件・施設基準等の詳細については、関連する告示・通知等をご確認ください。

※ 本資料は、ＨＰ掲載時に適宜修正する場合がありますのでご留意ください。

令和４年９月５日版



2

看護における処遇改善

令和４年度診療報酬改定

１．看護職員処遇改善評価料の新設

2
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 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、令和４年10月以降収入を３％程度（月額平
均12,000円相当）引き上げるための処遇改善の仕組みを創設する。

（新） 看護職員処遇改善評価料１ １点 （１日につき）
看護職員処遇改善評価料２ ２点
↓
看護職員処遇改善評価料165 340点

［算定要件］
・看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している、入院基

本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等基本料１を除く）を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数を算定する。

［施設基準の概要］
（１）次のいずれかに該当すること。

イ 救急医療管理加算の届出を行っており、救急搬送件数が年間で200件以上であること。
ロ 救命救急センター、高度救命救急センター又は小児救命救急センターを設置していること。

（２）（１）のイの救急搬送件数は、賃金の改善を実施する期間を含む年度の前々年度１年間（新規届出の場合は、前年度１年間（※１））における実績と
する。ただし、現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関について、当該実績が同イの基準を満たさなくなった場合であっても、賃金改
善実施年度の前年度のうち連続する６か月間において、救急搬送件数が100件以上である場合は、同イの基準を満たすものとみなすこと。

（３）当該保険医療機関に勤務する看護職員等（保健師、助産師、看護師及び准看護師）に対して、当該評価料の算定額に相当する賃金（基本給、手当、賞
与等を含む。）の改善を実施しなければならない。この場合において、賃金の改善措置の対象者については、当該保険医療機関の実情に応じて、看護補
助者、理学療法士、作業療法士その他別表１に定めるコメディカルである職員も加えることができる。

（４）（３）について、賃金の改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うとともに、特定した賃金項目以外の賃金項目の
水準を低下させてはならない。また、賃金の改善は、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による
賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。

（５）（３）賃金改善の合計額の3分の２以上（※２）は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。

※１ 令和４年度中に新規届出を行う「看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和２年度における実績とする。
※２ 「看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和４年度中においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足

りるものとする。

看護職員処遇改善評価料の新設①

令和４年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 令和３年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の引上げに係る必要な対応について検討－①
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（６）次の式により算出した数【Ａ】に基づき、別表２に従い該当する区分を届け出ること。

看護職員等の賃上げ必要額（当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000円×1.165）

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円

（７）（６）について、算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間、算出した【Ａ】に基づき届け出た区
分に従って算定を開始する月は別表３のとおりとする（新規届出時は、直近の別表３の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いる）。ま
た、毎年３、６、９、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は届け出ること。ただし、前回届け出た時点と比較して、対
象となる３か月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び【Ａ】のいずれの変化も１割以内である場合においては、区分の変更を行わないものと
すること。

（８）「賃金改善計画書」を毎年４月に作成し、毎年７月において、地方厚生局長等に提出すること。

（９）毎年７月において、前年度における取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生局長等に報告すること。

看護職員処遇改善評価料の新設②

令和４年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 令和３年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の引上げに係る必要な対応について検討－①

【Ａ】＝

【別表１】看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の
改善措置の対象とすることができるコメディカル

視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診
療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、
精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あ
ん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、
その他医療サービスを患者に直接提供している職種

【別表２】看護職員処遇改善評価料の区分

【Ａ】 看護職員処遇改善評価料の区分 点数

1.5未満 看護職員処遇改善評価料１ １点

1.5以上2.5未満 看護職員処遇改善評価料２ ２点

2.5以上3.5未満 看護職員処遇改善評価料３ ３点

3.5以上4.5未満 看護職員処遇改善評価料４ ４点

4.5以上5.5未満 看護職員処遇改善評価料５ ５点

5.5以上6.5未満 看護職員処遇改善評価料６ ６点

↓ ↓ ↓

144.5以上147.5未満 看護職員処遇改善評価料145 145点

147.5以上155.0未満 看護職員処遇改善評価料146 150点

155.0以上165.0未満 看護職員処遇改善評価料147 160点

↓ ↓ ↓

335.0以上 看護職員処遇改善評価料165 340点

算出を行う月

算出の際に用いる「看護
職員等の数」及び「延べ
入院患者数」の対象とな
る期間

算出した【Ａ】に基づき
届け出た区分に従って算
定を開始する月

３月 前年12月～２月 ４月

６月 ３～５月 ７月

９月 ６～８月 10月

12月 ９～11月 翌年１月

【別表３】算出を行う月、対象となる期間、算定する期間
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施設基準の届出について

令和４年度診療報酬改定

 令和４年10月１日から算定を行うためには、令和４年10月20日（木
曜日）（必着）までに、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する
地方厚生（支）局へ届出が必要となりますので、ご注意願います。

 締切日直前に届出が集中することが予想されますので、できる限り
早期にご提出いただくようお願いします。

お願い



 令和５年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務
化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止。

 その上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診
時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。

オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価の廃止

廃止

○ 電子的保健医療情報活用加算
【医科・歯科】 マイナ保険証を利用する場合 ７点（初診）４点（再診）／ 利用しない場合 ３点（初診）
【調剤】 マイナ保険証を利用する場合 ３点（月１回）／ 利用しない場合 １点（３月に１回）

［施設基準］
○ 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲
示していること（対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局）。
① オンライン資格確認を行う体制を有していること。（厚労省ポータルサイト
に運用開始日の登録を行うこと）

② 患者に対して、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活
用（※）して診療等を行うこと。

［算定要件］
○ 上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者
に対して説明すること。（留意事項通知）

医療機関・薬局に求められること

診療情報を取得・活用する効果（例）

今後、閲覧可能な情報が増えること等によって
正確な情報をより効率的に取得・活用可能となり、

更なる医療の質の向上を実現（※）この情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準的
項目を新たに定めることを予定（薬局については、文書や聞き取りにより確認する項目を定
めるとともに、当該情報等を薬剤服用歴に記録することを求める予定）

※調剤は、１ ３点（６月に１回）、２ １点（６月に１回）

（新）医療情報・システム基盤整備体制充実加算
１ 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 ４点
２ １であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合 ２点

問診票（初診時）

医療機関 薬局

●今日の症状
●他の医療機関の受診歴
●過去の病気
●処方されている薬
●特定健診の受診歴
●アレルギーの有無
●妊娠・授乳の有無
・・・・・・

 薬剤情報により、
重複投薬を適切
に避けられるほか、
投薬内容から患
者の病態を把握
できる。

 特定健診結果を
診療上の判断や
薬の選択等に生
かすことができる。

 薬剤情報により、
重複投薬や相
互作用の確認が
可能になる。

 特定健診の検
査値を踏まえた
処方内容の確
認や服薬指導
が可能になる。

問診票の標準的項目を
新たに定める（イメージ）

※当院は診療情報を取得・活用す
ることにより、質の高い医療提供

に努めています。

R4年９月時点で
オン資により
確認可能

医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を
取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価

初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設（令和４年10月～）
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